
一

（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
三
号
）

（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
更
な
る
拡
大
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
促
進
団
体
の
認
定

制
度
の
創
設
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

輸
出
品
目
ご
と
に
、
生
産
か
ら
販
売
に
至
る
関
係
者
が
連
携
し
、
輸
出
の
促
進
を
図
る
法
人
を
、
法
人
か
ら
の
申
請
に

基
づ
き
、
国
が
「
認
定
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
促
進
団
体
」
と
し
て
認
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

認
定
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
促
進
団
体
に
対
し
、
食
品
等
流
通
合
理
化
促
進
機
構
に
よ
る
債
務
保
証
、
日
本
貿
易
振

興
機
構
に
よ
る
助
言
等
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
輸
出
事
業
計
画
に
従
っ
て
、
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
た
め
の
取
組
を
行
う

事
業
者
に
対
し
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
等
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

３

輸
出
先
国
の
政
府
機
関
か
ら
輸
入
条
件
が
定
め
ら
れ
、
登
録
発
行
機
関
が
輸
出
証
明
書
を
発
行
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て



二

い
る
農
林
水
産
物
又
は
食
品
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
水
産
物
又
は
食
品
の
輸
出
を
行
う
事
業
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き

は
、
登
録
発
行
機
関
は
、
輸
出
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

日
本
農
林
規
格
の
制
定
の
対
象
に
有
機
酒
類
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

登
録
認
証
機
関
は
、
そ
の
保
有
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
他
の
登
録
認
証
機
関
か
ら
提
供
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
正

当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
認
定
農
林
水
産

物
・
食
品
輸
出
促
進
団
体
が
行
う
輸
出
促
進
の
た
め
の
規
格
の
策
定
に
関
し
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


